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☆
活
動
時
間
　
午
前
　
時
～
　
時
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☆
う
さ
ぎ
組（
室
内
）の
開
放
時
間
  各
活
動
日
の
午
前
9
時
～
午
後
1
時

　
園
庭
開
放
　
各
活
動
日
の
午
前
9
時
～
午
後
2
時

　
予
約
不
要（
町
内
在
住
の
方
）。お
や
つ
・
昼
食
を
持
参
の
ご
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
。

☆
お
む
つ
換
え
や
ベ
ッ
ド
を
ご
利
用
の
方
は
、衛
生
上
バ
ス
タ
オ
ル
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆
駐
車
場
は
、長
岡
小
学
校
下
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

☆
育
児
相
談
を
随
時
実
施
中
で
す
。お
気
軽
に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

☆「
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ
う
」の
活
動
は
、チ
ラ
シ
を
ご
覧
の
う
え
材
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
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☆
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談（
毎
日
）　
午
前
9
時
～
午
後
2
時

　
随
時
実
施
し
て
お
り
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☆
予
約
は
、4
月
2
日（
水
）午
前
9
時
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

☆
表
内「
☆
」印
は
、同
じ
内
容
の
活
動
を
行
い
ま
す
。い
ず
れ
か
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

　
活
動
は
午
前
　
時
か
ら
行
い
ま
す
。
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※
詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。お
問
い
合
わ
せ
は
電
話

　
ま
た
は
メ
ー
ル（
Ｈ
Ｐ
内
に
あ
り
ま
す
）で
お
願
い
し
ま
す
。
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☆
要
予
約
の
受
付
　
4
月
1
日（
火
）～
8
日（
火
）　
午
前
　
時
～
午
後
4
時（
電
話
受
付
）
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5
月
1
日（
木
）「
こ
ど
も
の
集
い
」の
予
約
も
一
緒
に
受
け
付
け
ま
す
。

☆
要
予
約
以
外
の
活
動
は
、月
齢
問
わ
ず
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

☆
園
庭
開
放
・
育
児
相
談（
看
護
師
等
）　
7
・
　
・
　
・
　
日
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21
28

　
　
　

〃
　

　
・
育
児
相
談（
栄
養
士
等
）　
　
・
　
・
　
日

10
17
24
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☆
園
庭
開
放
時
間
　
午
前
8
時
～
午
後
6
時（
月
～
金
）※
予
約
不
要

　
室
内
開
放
時
間
　
午
前
8
時
～
午
後
1
時（
月
～
金
）

☆
月
、水
、木
曜
日
の
活
動
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。初
め
て
の
参
加
希
望
の
方
は
、

　
園
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。2
回
目
以
降
の
方
は
、参
加
し
た
い
日
の
一
週
間
前（
午
前
9

　
時
～
）か
ら
、園
Ｈ
Ｐ
に
て
予
約
で
き
ま
す
。　
※
5
組
ま
で

☆
製
作
な
ど
の
活
動
は
午
前
　
時
か
ら
行
い
ま
す
。
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☆
誕
生
会
は
、誕
生
月
の
お
子
様
以
外
も
参
加
で
き
ま
す
。

い
ば
ら
き
幼
稚
園
　
☎
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２
９（
２
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☆
活
動
の
会
場
は
、い
ば
ら
き
幼
稚
園
旧
園
舎
に
な
り
ま
す
。

☆
ト
ド
ラ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
 　
親
子
で
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぼ
う
♪

　
隔
週
火
・
水
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
　
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ（
生
後
２
か
月
～
1
歳
未
満
対
象
）

　
年
5
回
予
定
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
そ
の
他
　
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談（
毎
日
）　
午
前
8
時
～
午
後
1
時

　
※
初
め
て
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

い
ば
ら
き
中
央
認
定
こ
ど
も
園
　
☎
０
２
９（
２
９
２
）１
２
０
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☆
活
動
の
会
場
は
、い
ば
ら
き
幼
稚
園
旧
園
舎
に
な
り
ま
す
。

☆
お
て
て
つ
な
い
で
　
親
子
で
一
緒
に
楽
し
く
遊
ぼ
う
♪（
満
１
歳
～
対
象
）

　
隔
週
水
・
火
曜
日
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ（
親
子
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ（
生
後
２
か
月
～
１
歳
未
満
対
象
）

　
 年
5
回
予
定
　
午
前
　
時
　
分
～
　
時
　
分

10

30

11

30

☆
そ
の
他
　
園
庭
開
放
・
子
育
て
相
談（
毎
日
）　
午
前
9
時
～
午
後
2
時

　
※
初
め
て
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

土金木水火月日
５４３２１

園庭遊び飯園庭遊び飯園庭遊び飯園庭遊び
園庭のみ開放

飯
ま

121110９８７６
お外で遊ぼう
トンネル遊び

ま
飯

大人のお茶会（母
子分離活動）、ラ
ンチタイム 
園庭のみ開放

さ

ま

リトミック（ペンギン
コース10：00～/イル
カコース10：50～）
手形アート（ちょ
うちょ）
しゃぼん玉あそび、
ランチタイム

ま

飯

さ

身体測定
おはなしの会

飯春のお散歩♪、ラ
ンチタイム

さ

19181716151413
イベント：イースターを
お祝いしよう　※要予約
親子ふれあいタイム
【制作】あおむし

ま

長
飯

イースターフォト
＆テラスでランチ
タイム♪
 

さはじめまして！たくさん遊ぼう♪
４月生まれのお友達！　園児と
“お誕生会”（要予約）　9:45～
はじめましての会
☆製作
ベビーDay（イースター寝
相アート＆離乳食体験会 ※
1歳まで）、ランチタイム

い
飯

長
ま
さ

親子ふれあい体操
教室♪
☆製作
身体測定
おはなしの会

中

ま
飯

ベビーマッサージ
※要予約
花びら手形制作
（材料費100円）、
ランチタイム

ま

さ

26252423222120
土曜日イベント：
パパベビーマッ
サージ　※要予約

まおはなし会
※要予約
【制作】こいのぼり

ま

飯

みんなでお祝い（４月
生まれの誕生会～誕生
児優先～ 9：45～）、
ランチタイム
誕生会
親子体操

さ

長
ま

☆こいのぼりを作ろう
こいのぼりを作ろう！
お散歩に行ってみ
よう！
花びら手形制作
（材料費100円）、
ランチタイム

ま
い
飯

さ

ビンゴゲーム　
10:00～（要予約）
つくってあそぼう
（こいのぼり）
ストレッチヨガ♪
☆こいのぼりを作ろう

飯

長

中
ま

春のお散歩♪、ラ
ンチタイム
サーキット遊び　
10：30～
※要予約

さ

ま

5/130292827
こどもの集い　
9:45～（要予約）

飯親子ふれあいタイム・
身体測定
お部屋を飾ろう！
誕生会　※要予約
こいのぼり制作、
ランチタイム

長

飯
ま
さ

ベビーDay（こい
のぼり制作 ※1歳
まで）

さ
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【問合せ先】　社会福祉課　☎ 029－240－7112（直通）

住民税非課税世帯への
物価高騰対策給付金のお知らせ

令和６年度

　物価高騰に伴い、特に家計への影響が大きい低所得世帯
（住民税非課税世帯）に対し、１世帯あたり３万円の給付
金を支給します。
　該当する世帯に18歳以下の児童（平成18年４月２日～
令和７年５月30日までに出生した者）がいる場合には、
児童１人あたり２万円を追加で支給します。

▶支給対象世帯
　基準日（令和６年12月13日）時点で、茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和６年度の住民税が
非課税である世帯（住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除く）

▶手続き方法
①「支給対象世帯」に該当し、令和５年度または令和６年度茨城町物価高騰対策給付金を受給した
世帯で、以下のいずれにも該当し、「支給案内書」（圧着ハガキ）が届いた世帯は手続き不要で
す。２月下旬に「支給案内書」を発送していますので、内容をご確認ください。

　　・上記の給付金を受給して以降、基準日まで世帯の構成に変動がない
　　・上記の給付金の振込口座が、基準日時点の世帯主名義の口座である
②「支給対象世帯」に該当し、上記①に該当しない世帯は、２月下旬に「支給要件確認書」（封
書）を送付しています。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて返送し
てください。

③「支給対象世帯」に該当し、令和６年１
月２日以降に転入した方がいる世帯の場
合は、申請が必要です。

④「支給対象世帯」に該当し、基準日以降
に出生した児童がいる世帯、支給対象世
帯と別世帯であるが生計同一関係にある
児童がいる世帯は、別途申請が必要です。

▶申請期限　令和７年５月30日まで（当日消印有効）

※上記期限までにご提出がない場合は、給付を辞退したものとみなされます。あらかじめご了承くだ
さい。

　申請書類は、社会福祉課窓口でお受け
取りいただくか、ご自宅へ郵送しますの
で、下記問合せ先までお問い合わせくだ
さい。
　なお、申請書類等
は町ホームページか
らダウンロードが可
能です。


